
関西水・環境ビジネス海外展開加速化プロジェクト

ベトナム
水・環境分野
オンライン商談会

ジェトロ滋賀、ジェトロ⼤阪本部、滋賀県は、水・環境ビジネス分野での関⻄を中心とした
日本企業の海外展開をより⼀層⽀援するため、当分野のEPC、O&M、ディストリビューター
などの海外企業との商談をアレンジする「水・環境分野オンライン商談会」を開催します。
今回はその2021年度第⼀弾としてベトナム企業とのビジネスマッチングを実施します。
ぜひご参加ください。

主催／ジェトロ滋賀、ジェトロ大阪本部、ジェトロホーチミン、滋賀県
協力／大阪府、しが水環境ビジネス推進フォーラム、関西・アジア 環境・省エネビジネス交流

推進フォーラム（Team-E Kansai）、大阪 水・環境ソリューション機構

オンライン商談までの3STEP

STEP1. まずは応募条件を確認いただき、申し込みページ（裏面URL)からお申し込み

STEP2. 商品情報シートをメールで提出。「事前マッチング方式」でミスマッチを減らします。

STEP3. 事務局が日時調整後、参加用URL等が届くので、商談時間にアクセス！

移動距離はゼロ！所要時間も商談時の60分程度！

参加無料
逐次通訳有

2021年11月1日 ~ 2月28日
※商談日時は事前マッチング後、バイヤーと参加企業の都合の良い日時に調整
※ベトナムとの時差により、 日本時間の11時~18時30分の間で商談を調整します。

使用アプリはZoomまたはMicrosoft Teamsを予定。
3STEPで貴社のオフィスとベトナム企業を繋ぎます！

開催期間

商談先 ベトナムバイヤー5~10社程度

（EPC、O&M、ディストリビューター等）

※バイヤーの詳細は逐次、JETROのWebサイトにて公開

開催期間 水・環境関連製品・技術対象分野・製品 30社定員



今後の商談イベントの予定について

下記のイベント専用ページからお申込ください。

お問合せ先

第二弾 中国バイヤーとのオンライン商談会

期間：2021年11月8日~2022年1月28日 実施方式：オンライン

第三弾 インドバイヤーとの商談会

期間：2021年12月頃~2022年2月頃 実施方式：未定

第四弾 パキスタンバイヤーとのオンラインビジネスマッチング（調整中）

※調整の結果、今年度中に実施できない場合があります。

水・環境関連企業ビジネスマッチングは、以下の商談イベントも予定しています。

イベント内容が確定次第、ジェトロWebサイトで別途ご案内しますので、こちらもぜひご参加ください。

お申し込みの前に以下の応募条件・特記事項をご確認ください
※「事前マッチング形式」のため、バイヤーからの引き合いが無いと商談のご希望に沿えないこ
とがあります。予めご了承ください。

※バイヤーから求めがあった場合、同⼀バイヤーとの複数回の商談も調整することがあります
※今回ご応募いただいた企業で、以下の今後の中国、インド、パキスタンとの商談会への
参加を了承いただける場合、別途のお申込み手続きを省略することが出来ます。

ジェトロ滋賀貿易情報センター 担当：井上
TEL：0749-21-2450 E-mail：SIG@jetro.go.jp

詳細・お申込み

http://www.jetro.go.jp/events/sig/344291e3667d
e4bb.html

イベント専用ページQR

申込締切 2021年10月29日

応募条件

（１）水・環境ビジネス分野において、具体的に海外へ輸出・展開を検討している製品・技術を持つ
事業者であること。

（２）英語欄もすべて入力済の「製品・技術情報シート」を提出できること。
（３）海外バイヤーとの商談において、価格、商流、物流、決済方法等を含む取引条件を事前に検討

し、価格表等を含む商品説明資料等を作成し、具体的なビジネスの提案を行うことができる事
業者であること。

（４）別紙参加要領、利用条件・免責事項、及び以下特記事項の記載を確認し、同意いただけること。
（５）本商談会の成果把握等のために行う各種アンケート・調査等にご協力いただけること。

特記事項

（１）時間・予算の成約により商談件数には限りがあります。応募件数やバイヤーの都合等により、
ご参加いただけない場合もありますので、予めご了承ください。
※審査過程の開示は出来かねますので、併せてご了承ください。

（２）参加は中小企業基本法および経済産業省の定める定義・要件に基づく中小企業を優先します。
この中小企業である場合、自己宣誓書を提出して下さい。

（３）中小企業振興という財源の趣旨のため、⼤企業の場合、応募件数に余裕があっても参加いただ
けないケースがあり得ます。

（４）審査にあたっては商材の有望度に加え、関⻄地方（滋賀県、⼤阪府、京都府、兵庫県、奈良県、
和歌山県）の企業を優先する場合があります。

（５）逐次通訳の手配については、本事業の予算に達し次第終了します。
（６）同⼀バイヤーとの再商談の場合、バーチャルツアーにより商材PRを⽀援できる場合があります。
（７）滋賀県内企業は商談にかかるアドバイス等の専門家による⽀援を受けることが出来ます。


